


 

 

なくこれを承認した。続いて、審良静男 氏（大阪大学免疫学フロンティア研究センター・教

授）、伊東信 氏（九州大学大学院農学研究院・特任教授）、遠藤玉夫 氏（東京都健

康長寿医療センター研究所・副所長）、福井清 氏（徳島大学・副学長）の４名を永年会

員に推挙することが諮られ、満場異議なくこれを承認した。なお、遠藤氏は本年９月にご逝去

されたが規定その他に問題はない旨の説明があった。 

  

第 3 号議案 第 101 回（2028 年）大会会頭承認の件 

 議長より、本橋ほづみ 氏（東北大学大学院医学系研究科・教授）を、第 101 回（2028

年）本会大会会頭に推挙することが諮られ、満場異議なくこれを承認した。 

 

第 4 号議案 定款変更の承認の件 

 議長より、代議員数を定める正会員数が 10 年前より減少したことにより、必要代議員数を確

保するため、定款変更が諮られ、満場異議なくこれを承認した。変更箇所は下記である。 

 

（現行）  第 3 章 代議員 （改定案）  第 3 章 代議員 

（選任と任期等） 

第 16 条 この法人は、正会員の中から概ね 40 人に

1 人の割合で選任された代議員をもって、法人法に規

定する社員とする。 

（選任と任期等） 

第 16 条 この法人は、正会員の中から概ね 35 人に

1 人の割合で選任された代議員をもって、法人法に規

定する社員とする。 

  

質疑応答ののち、以上をもって本総会における報告及び全議案の審議を終了したので、議長は

閉会を宣した。 

 

上記議事の経過の要領およびその結果を明らかにするため、本議事録を作成し議長及び議事録

署名人がこれに署名捺印する。 

 






